
関自旅二第４７８６号の３

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ９ 日

一般社団法人 東京都個人タクシー協会長 殿

関 東 運 輸 局 長

（公 印 省 略）

タクシー運賃・料金の変更に伴う改定運賃の実施方について

東京都特別区・武三地区のタクシー運賃・料金の改定については、令和８年３

月１９日付けで「一般乗用旅客自動車運送事業の公定幅運賃の範囲の指定につい

て」及び「一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の自動認可運賃等について」

により公示したところであるが、その実施にあたっては下記により適切に行うよ

う傘下会員に周知徹底を図られたい。

なお、公益財団法人東京タクシーセンターに対して、別紙のとおり指示したの

で了知されたい。

記

１．新運賃・料金の実施方法について

(1) 新運賃・料金は、令和８年４月２０日以降に出庫する車両から適用するこ

と。

(2) その他、制度の適用上の注意については、従来と同様に行うこと。

２．利用者に対する周知徹底について

(1) 新運賃・料金の内容や実施について、新聞、ホームページ等に掲載する等

利用者への周知を図ること。

(2) タクシー乗り場等においては、当該管理者等から許可が得られない場合を

除き、立看板、ポスター等により、新運賃・料金の実施について周知徹底を

図ること。
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(3) 上記(1)～(2)の周知を行うにあたっては、今回の運賃改定によって、初乗

距離及び加算距離が従前よりも短くなっている点についても周知を図るこ

と。

(4) 運賃・料金、割増等の内容の周知については、利用者利便確保のため従来

と同様に行うこと。

３．タクシー車両の表示等について

新運賃・料金の実施日には、次の事項を全車両に表示し又は掲出したうえで

出庫すること。

(1) 車外の表示

車両後部ドアーの相当の位置に、当該車両の初乗距離・初乗運賃額を示す

ステッカーを貼付すること。

(2) 車内の掲示等

運転者席後部等に、新運賃・料金の内容を和文及び英文で掲出すること。

(3) その他、車両の表示等については、利用者利便確保のため従来と同様に行

うこと。

４．トラブル防止のための街頭指導等について

(1) 新運賃・料金による利用者とのトラブル等を防止するため、苦情処理への

対応に万全を期すること。

(2) 短距離利用者に対する事業者の接客マナーなどのサービスを向上させ、タ

クシーが利用しやすいものになるよう万全を期すること。
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関自旅二第４７８６号の５

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ９ 日

公益財団法人 東京タクシーセンター会長 殿

関 東 運 輸 局 長

（公 印 省 略）

タクシー運賃・料金の変更に伴う改定運賃の実施方等について

東京都特別区・武三地区のタクシー運賃・料金の改定については、令和８年３月

１９日付けで「一般乗用旅客自動車運送事業の公定幅運賃の範囲の指定について」

及び「一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の自動認可運賃等について」によ

り公示し、令和８年４月２０日から実施することとなったところですが、その実施

にあたっては、別添のとおり関係事業者団体長あて通知したので了知願います。

貴センターにおかれましては、別添通達の実効を確保するため、街頭指導員に対

し周知徹底を図るとともに、適切な対応をお願いいたします。

別添１・・・・通達文（一般社団法人 東京ハイヤー・タクシー協会長あて）

別添２・・・・通達文（一般社団法人 東京都個人タクシー協会長あて）
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